
（お知らせ） 

 

平成２６年度 職員安否確認訓練、職員非常参集訓練及び 

災害対策本部・運営訓練の実施結果について 

 

平成２６年度総合防災訓練大綱に基づき、業務継続計画実効性確認訓練とし

て、下記のとおり首都直下地震を想定し、各府省庁において職員の安否確認訓

練及び非常参集訓練を実施するとともに、災害対策本部・運営訓練を実施しま

した。 

記 

１．職員安否確認訓練及び職員非常参集訓練 

（１）訓練実施日時 

平成２６年９月１日（月）午前７時１０分 

※この日を原則とするものの、やむを得ずどうしても都合のつかない 

府省庁については、この日の前後で実施 

 

（２）訓練の概要 

ア 訓練の想定 

震 源 地 東京都２３区 

発生日時 ９月１日（月）午前７時１０分頃 

地震規模 マグニチュード７．３ 

 

イ 訓練参加者 

（ア）職員安否確認訓練 

各府省庁が業務継続に定めている要員 

（イ）職員非常参集訓練 

各府省庁において、首都直下地震が発生した場合、あらかじめ定め

られた時間以内に中央省庁の庁舎に参集する要員 

 

ウ 訓練の実施要領 

○ 訓練開始時刻を地震発生時刻とし、職員安否確認訓練及び職員非常参

集訓練を開始する。 

・地震発生時に在宅の場合、身支度を整え自省庁へ参集する。 

・地震発生時に公共交通機関で出勤途中の場合、その利用を中断し、  

最寄駅等から徒歩で自省庁へ参集する。 

○ 参集方法は徒歩又は自転車とし、訓練開始から３時間経過（午前   

１１時３０分）以降の移動手段は、公共交通機関でもよい。 



 

 

（３）実施結果（平成２７年３月２７日現在） 

ア 訓練の実施日と実施府省庁について 

（ア）職員安否確認訓練 

実施日 実施府省庁 

８月２９日 総務省（消防庁を除く）、法務省、環境省

（原子力規制庁を除く） 

９月１日 総務省（消防庁を除く）、法務省、厚生労

働省、国土交通省（国土地理院、気象庁を

含む）、環境省（原子力規制庁を除く）を

除く各府省庁 

２月１３日 気象庁 

２月２７日 国土地理院 

３月２日 国土交通省 

３月１２日 厚生労働省 

 

 

 

（イ）職員非常参集訓練 

実施日 実施府省庁 

８月２２日～９月１日 内閣府（金融庁）、財務省 

８月２５日～２９日 環境省（原子力規制庁を除く） 

８月２９日 総務省（消防庁を除く）、法務省 

９月１日 内閣府（金融庁）、警察庁、総務省（消防

庁を除く）、法務省、財務省、厚生労働省、

環境省（原子力規制庁を除く）を除く各府

省庁 

９月１日～５日 警察庁 

９月２６日 厚生労働省 

２月１３日 気象庁 

２月２７日 国土地理院 

３月２日 国土交通省 

 

 

 

 



 

イ 訓練参加者数について 

（ア）職員安否確認訓練 

○ ９月１日・・・・・・・約３８，０００人 

○ ９月１日以外・・・・・約１６，０００人 

 

（イ）職員非常参集訓練 

○ ９月１日・・・・・・・・約９，０００人 

○ ９月１日以外・・・・・・約５，０００人 

 

 

 

２．災害対策本部・運営訓練 

（１）訓練実施日 

平成２６年９月１日（月） 

※この日を原則とするものの、やむを得ずどうしても都合のつかない 

府省庁については、この日の前後で実施 

 

（２）訓練実施日と実施府省庁について 

実施日 実施府省庁 

６月１３日 国土地理院 

９月１日 警察庁、国土交通省（国土地理院、気象庁を含

む）を除く各府省庁 

１１月７日 警察庁 

２月１３日 気象庁 

３月２日 国土交通省 

 

 

 

＜問い合わせ先＞   

 内閣府政策統括官（防災担当）付 

参事官（地方・訓練担当）付 

参事官補佐 門 久仁彦 

青山 幸久 

 TEL 03-3503-9394 (直通) 


